
明和町地域防災計画【総則】新旧対照表 

頁 旧 新 

４ 館林地区消防組合（明和消防署欄内） 

 

１．消防組織の総合計画及び消防団との連絡調整。 

２．水防計画に関すること。 

３．火災予防運動の総括。 

４．防火対象物の査察指導。 

５．防災管理講習の実施。 

６．防火広報、建築物同意関係その他予防に関すること。 

７．危険物規制及び安全管理指導危険物関係法令に関するこ

と。 

８．危険物製造所等の災害事故調査及び保安広報関係に関す

ること。 

９．消防力の配備運営、消防計画及び消防統計に関すること。 

10．火災、災害の警戒防護、救急救助関係に関すること。 

11．消防相互応援協定及び緊急消防援助隊に関すること。 

12．消防水利・救急医療情報等に関する警防関係事務に関する

こと。 

13．消防通信及び気象観測に関すること。 

14．広報活動に関すること。 

15．その他消防業務に関すること。 

１．消防組織の総合計画及び消防団との連絡調整。 

２．水防計画に関すること。 

３．火災予防運動の総括。 

４．防火対象物の査察指導。 

５．防災管理講習の実施。 

６．防火広報、建築物同意関係その他予防に関すること。 

７．危険物規制及び安全管理指導危険物関係法令に関するこ

と。 

８．危険物製造所等の災害事故調査及び保安広報関係に関する

こと。 

９．消防力の配備運営、消防計画及び消防統計に関すること。 

10．火災、災害の警戒防護、救急救助関係に関すること。 

11．消防相互応援協定及び緊急消防援助隊に関すること。 

12．消防水利・救急医療情報等に関する警防関係事務に関する

こと。 

13．消防通信及び気象観測に関すること。 

14．広報活動に関すること。 

15．その他消防業務に関すること。 

追加 

１．水害、火災及びその他災害の救助・救急場法に関すること。 

２．水害、火災及びその他災害の予防、警戒及び防御に関する

こと。 
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３．人命の救助及び救急に関すること。 

４．危険物施設及び火気使用設備器具等の許認可及び立入検査

に関す 

ること。 

５．気象観測及び伝達に関すること。 

10 処理すべき事務又は業務の大綱 

区長会等 欄 

 

３．要配慮者の避難誘導に関すること。 

 

 

 

 

 

 

３．要配慮者への情報発信及び避難誘導に関すること。 

 


